
広報すみた  平成20年７月25日（２）

　

平
成
二
十
年
四
月
か
ら
、
七
十
五
歳
以
上
の
人
（
一
定
の
障
害
の
あ
る
人
は
六
十
五
歳

以
上
）
は
、
健
康
保
険
か
ら
脱
退
し
て
、「
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度
」
に
移
行
し

ま
し
た
。
こ
の
長
寿
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
国
保
税
）
の

課
税
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た
。
国
保
税
は
、「
医
療
保
険
分
」、「
介
護
納
付
金
分
」
に
加
え
、

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
の
三
本
立
て
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�

◆����������	�
��…国保加入者の医療費を支払う
ため、保険加入者に課税
◆��������	
�����
��…長寿医療制度の医療費
を支援するため、国保加入者に課税
◆����������	
�…介護事業のために、４０歳から６４歳
までの国保加入者に課税
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　世帯主７０歳・妻６５歳
��������	


　所得総額８０万円（年金収入２００万円）
　固定資産税７万円
��������	

　改正前１２６,９００円→改正後１２３,３００円
　　　　　　　　　　（３,６００円の減）
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　世帯主４３歳・妻３８歳・子１３歳
��������	


　所得総額１９２万円（営業収入３００万円）
　固定資産税５万円
��������	

　改正前２８４,８００円→改正後２８８,９００円
　　　　　　　　　　（４,１００円の増）
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国
保
税
「
医
療
保
険
分
」
の
算

出
方
法
は
、
そ
の
年
の
医
療
費
や

保
険
事
業
の
費
用
な
ど
を
推
計
し

ま
す
。
そ
こ
か
ら
病
院
な
ど
で
患

者
が
支
払
う
一
部
負
担
金
と
国
・

県
・
町
な
ど
か
ら
の
補
助
金
な
ど

を
除
い
た
残
り
が
国
保
税
の
総
額

と
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
「
所
得
割
」「
資
産
割
」

「
均
等
割
」「
平
等
割
」
に
割
り
振

り
、
世
帯
ご
と
の
国
保
税
が
決
ま

り
ま
す
。
同
様
に
「
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
」「
介
護
納
付
金
分
」
も

計
算
し
、
そ
れ
ら
を
合
算
し
た
金

額
が
そ
の
世
帯
の
国
保
税
に
な
り

ま
す
。

　

四
月
か
ら
長
寿
医
療
制
度
が
創

設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
七
十
五

歳
以
上
の
す
べ
て
の
国
保
被
保
険

者
が
、
国
保
か
ら
脱
退
し
て
、
長

寿
医
療
制
度
に
移
行
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
国
保
税
は
税
収
が

減
り
、
歳
入
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
る
た
め
「
医
療
保
険
分
」
と

「
介
護
納
付
金
分
」に
つ
い
て
試
算

し
直
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
長
寿
医
療
制
度
を
支
援

す
る
た
め
、
０
歳
か
ら
七
十
四
歳

ま
で
の
人
が
全
員
負
担
す
る
こ
と

に
な
る
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」

が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
「
医
療
保
険
分
」
と

「
介
護
納
付
金
分
」
に
新
た
に
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
」
が
加
わ
り
、

国
保
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
は
、

こ
れ
ま
で
の
「
医
療
保
険
分
」
の

一
部
を
長
寿
医
療
制
度
の
財
源
と

し
て
明
確
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
回
の
制
度
改
正
で
は
、
町
の

実
態
を
踏
ま
え
、
国
保
事
業
の
運

営
に
か
か
る
基
金
を
取
り
崩
し
、

全
体
の
保
険
税
の
負
担
額
が
大
き

く
変
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配

慮
し
、
国
保
税
の
税
率
を
決
定
し

ま
し
た
。（
図
②
）

　

た
だ
し
、
世
帯
に
よ
っ
て
は
負

担
が
増
え
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
理
解
願
い
ま
す
。（
図
①
）
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（３）平成20年７月25日　広報すみた

　

十
月
か
ら
始
ま
る
国
民
健
康
保
険
の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

は
ど
の
よ
う
な
人
が
対
象
に
な
る
の
か
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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国保税納税通知書の表面に
金額が記載されています
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本
年
度
は
、
七
月
中
旬
に
国
保

加
入
世
帯
主
に
納
税
通
知
書
を
送

付
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
特
別

徴
収
の
対
象
と
な
る
世
帯
主
に
は
、

七
・
八
・
九
月
分
の
納
付
額
（
普

通
徴
収
）
と
と
も
に
十
・
十
二
・

二
月
分
の
特
別
徴
収
額
を
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な

る
世
帯
主
に
は
、
九
月
末
ま
で
に

特
別
徴
収
を
開
始
す
る
通
知
を
送

付
し
ま
す
の
で
確
認
く
だ
さ
い
。
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特
別
徴
収
の
対
象
者
の
う
ち
、

次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
普
通

徴
収
（
口
座
振
替
）
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
直
近
の
二
年
間
、
国
保
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
方

②
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
い
た
だ

け
る
方

①
こ
れ
ま
で
国
保
税
の
軽
減
を
受

け
て
い
る
世
帯

②
国
保
の
被
保
険
者
が
一
人
に
な

る
場
合（
夫
婦
二
人
世
帯
の
場
合
）

③
七
十
五
歳
以
上
の
人
が
会
社
の

健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険
か

ら
、
長
寿
医
療
制
度
に
移
行
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
被
扶
養
者
が

新
た
に
国
保
に
加
入
し
た
場
合　

　

七
十
五
歳
以
上
の
人
が
長
寿
医

療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
保
に
残
っ
た
七
十
五
歳
未
満
で
、

次
の
よ
う
な
方
に
軽
減
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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な
お
、
軽
減
さ
れ
る
金
額
や
年

数
に
つ
い
て
は
、
世
帯
構
成
や
年

齢
な
ど
細
か
な
条
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
担
当
課
ま
で
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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税
務
課 
税
務
係
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（
内
線
１
５
５
）
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対象になるのは、次の①～④の全てに該当する人です。
①６５歳以上７５歳未満の世帯主（世帯主が国保加入者）
②世帯内の国保加入者が、全員６５歳以上７５歳未満
③年額１８万円以上の公的年金を受給している世帯主
④介護保険料と国保税の合計額が、年金受給額の1/2を
　超えない世帯主 
 （超えた場合は、介護保険料のみ特別徴収になります）
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～年齢・加入している健康保険で決まります～
例１：世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６８歳の場合………………………

例２：世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６３歳の場合………………………

例３：世帯主（長寿医療）７８歳、妻（国保）６８歳の場合…………………

例４：世帯主（社保）７２歳、妻（国保）６８歳の場合………………………

例５：世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６８歳、子（国保）４０歳の場合…

例６：世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６８歳、子（社保）４０歳の場合…

例７：世帯主（国保）７２歳、妻（長寿医療）７８歳の場合…………………
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普通徴収

普通徴収

普通徴収

普通徴収
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　平成２０年度中（平成２０年４月から
平成２１年３月）に「６５歳になる世帯
主」や「７５歳になる世帯主」（長寿医
療制度に移行する世帯主）について
は…

　国保税の特別徴収は行いません。６５歳
到達年度と７５歳到達年度は、普通徴収（納
税通知書や口座振替で納付）となります。
　次年度以降も、その年度中に６５歳にな
る人と７５歳になる人は特別徴収を行いま
せん。
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